横浜ボーイズ規約　附則
（平成20年　5月　制定）

小学生の入部資格について
以下の条件を満たせる者で、すべての項目について本人、保護者ともに納得した上で入部を認める

なお、小学校6年次の9月以降はこの限りでない

（本　人）
1． チームに入部後6ヶ月以上の在団部員の弟妹で小学校5年生以上であること

2． 少年野球に所属しており退部前にスタッフに相談すること

3． 少年野球チームの代表または監督の承諾書を提出すること

4． スタッフ会議により承認された者（理由によっては認めない）
5． （保護者）
6． 小学生の期間において練習量や子供の扱いに関しては全面的にスタッフへ委任すること

7． 他の保護者の方同様、当番やその他の手伝いを積極的に行うこと

